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第１章 計画策定の趣旨及び計画期間等 

 

１ 策定趣旨 

 

○ これまで本市では、障害者の活躍の場の拡大のための取組を不断に実施するなど、自

律的なＰＤＣＡサイクルを確立できるよう、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和

35年法律第 123号）の規定に基づき、また、障害者活躍推進計画作成指針（令和元年

厚生労働省告示第 198号）に即して、令和４(2022)年度から令和７(2025)年度の４年間

を計画期間として、第２期川崎市人事委員会障害者活躍推進計画（以下「第２期計画」

という。）を策定し、取組を推進してきました。 

 

○ この度、第２期計画における取組の成果と課題を踏まえつつ、第３期川崎市人事委員

会障害者活躍推進計画（以下「本計画という。」）を策定するものです。 

 

○ 本市の障害者雇用の状況については、令和２(2020)年から令和６（2024）年までは毎

年法定雇用率を達成してきましたが、令和７年(2025)年は除外率引き下げの影響により

2.54％と法定雇用率（2.8%）を下回りました。令和８(2026)年７月１日には法定雇用率

の引き上げも予定されているところであり、また、障害者雇用の取組を市内に呼びかけ

ていく立場である行政としても一層の取組が求められます。 

 

○ 本計画のもと、障害のあるなしにかかわらず多様な人材が混ざり合って活躍できる、

誰もが働きやすい職場環境づくりに向けて取り組んでまいります。 

 

 

２ 計画期間 

 

○ 本計画は、令和８(2026)年度から令和 11(2029)年度までの４年間を計画期間としま

す。 

※川崎市総合計画第４期実施計画に合わせた計画期間としています。 

 

○ なお、計画期間内においても、毎年度、取組状況等を把握・検証し、必要に応じて計

画の見直しを行います。 
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３ 計画策定者 

 

○ 人事委員会が計画策定者となりますが、市役所全体で取組を推進するため、各任命権

者が互いに連携し、計画を策定します。 

 

 

４ 計画策定と進捗管理についての周知・公表 

 

○ 策定又は改定を行った計画は、イントラネットへの掲載等により、全ての職員に対し

て周知するとともに、市のホームページに掲載するなど、適切な方法で公表します。 

 

○ 計画の進捗管理について、目標の達成状況及び計画に掲げる取組の実施状況等を年度

ごとに取りまとめ、川崎市障害者雇用推進会議において報告し、公表します。 
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第２章 計画の目標 

 

１ 採用に関する目標 

 

○ 障害者雇用の推進についての研修会の受講や、川崎市障害者地域就労援助センターが

実施する職場実習の受入れなど、障害者雇用の推進に関する理解を促進する取組を実施

します。 

 

【評価方法】 

毎年の障害に関する理解促進・啓発のための研修の受講件数等 

 

 

２ 定着に関する目標 

 

○ 不本意な離職者を極力生じさせないようにします。 

 

【評価方法】 

毎年、人事記録等を元に、障害のある職員（常勤職員・会計年度任用職員を問わず障害

者を対象とした採用選考）の定着状況を把握。 

なお、常勤職員（「障害者を対象とした川崎市職員採用選考」採用者）については、任

命権者を超えて人事異動（出向）があることから全任命権者合算で採用３年後の定着率を

算出。市長事務部局が掲げる目標値に準ずる。 
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第３章 障害者の活躍推進に関する取組 

 

 計画の策定趣旨を踏まえ、分野ごとに次のとおり取組を進めることとします。 

 

１ 活躍を推進する体制整備 

 

（１）組織面 

 

 ○ 障害者雇用推進者として人事委員会事務局調査課長を選任しています。 

 

 ○ 全任命権者の人事担当課長、関係課長、会計担当部署の責任者、出先機関の組織・

定員管理を担当する部署の責任者等を構成員とする「川崎市障害者雇用推進会議」へ

参画し、障害者活躍推進計画の実施状況の点検・見直し等の議題について検討しま

す。 

 

○ 組織内の人的サポート体制（障害者雇用推進者、川崎市障害者雇用推進会議、川崎

市障害者雇用推進会議検討部会、障害者職業生活相談員1、産業医、障害者雇用支援

員・障害者職場適応支援員2等）を整備するとともに、組織外の関係機関（神奈川労働

局、その他障害者が利用している支援機関）と連携体制を構築し、役割分担及び各種

相談先を整理した上、関係者間で共有します。 

 

 ○ 職場環境に関する相談は、原則として所属長が個別に対応を行うほか、人事委員会

事務局調査課においても相談に応じることとしています。また、総務企画局人事部人

事課に、障害のある職員の合理的配慮等に関する相談ができる専門窓口（職場環境に

関する相談窓口）を設置しており、引き続き相談に応じる体制とします。 

 

○ 役割分担及び各種相談先については、人事異動等により変更が生じるため、定期的

に更新を行います。 

 

 

 

 
1 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123 号）第 79条による障害者職業生

活相談員。障害のある職員の職業生活に関する相談及び指導を行う役割を有する。 
2 障害のある職員が安定して勤務するために必要な相談や業務指導、就労支援機関との連携等

を行う職。 
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（２）人材面 

 

○ 障害者職業生活相談員に選任された者（選任予定の者を含む。）全員について、神

奈川労働局が開催する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講し、必要な知識の充

実に努めます。 

 

 ○ 障害のある職員が在籍した場合には、配属されている職場の職員を中心に、神奈川

労働局が開催する「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」の受講案内を行

い、参加を推進することで受講者の拡大を図り、必要な知識の充実に努めます（過去

に同講座を受講したことがない職員に限る。）。 

   また、「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座ｅ－ラーニング版（厚生労働

省）」を周知・活用し、障害に係る基礎知識や必要な配慮等に関する職員理解の促進

を図ります。 

 

 ○ 総務企画局人事部人材育成課が実施する、新規採用職員研修や新任課長研修等を通

じて、障害理解の促進を図ります。 

 

 ○ 職場の上司・同僚（サポート職員）を対象とした、対応のノウハウや課題となった

事例について共有を行う経験交流会等に、必要に応じて参加することにより、障害に

関する理解促進に努めます。 

障害のある職員を支える体制 

※必要に応じて、矢印のない部門も密接に連携を行う。 
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２ 職務の選定・創出・マッチング 

 

 ○ 身体障害等により従来の業務遂行が困難となった職員から相談があった場合は、遂

行可能な職務の選定及び創出について検討します。 

 

 ○ 障害のある職員の採用においては、障害の状況や必要な配慮等を正確に聞き取ると

ともに、障害のある職員が異動する際には、平成 28(2016)年度に導入した「配慮事項

情報シート」等を活用し、新職場で支障なく業務が行えるように、配慮事項の情報提

供を的確に行います。 

 

 

３ 環境整備・人事管理 

 

（１） 職務環境 

 

 ○ 総務企画局人事部人事課の専門窓口を始めとした、相談窓口等へ寄せられる相談・

要望に対して、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行

うため、ハード面の環境の整備に努めるとともに、関係職員に対する研修その他のソ

フト面の取組と併せて検討を進めていきます。（音声読上げソフト・文字拡大ソフ

ト・筆談用電子メモパッドの導入、研修等における手話通訳者等の派遣など） 

 

 ○ 障害者雇用を通じて、作業マニュアルのカスタマイズ化や作業工程の見直しなどに

ついて検討を行い、誰もが働きやすい職場環境づくりを目指します。 

 

 ○ 人事評価時の面談など定期的な振返りの場面で、配慮事項等を把握し、必要に応じ

て適切な対応を図るものとします。 

 

○ 孤立を防ぐ（居場所をつくる）取組として、市長部局等が主体となって開催する、

ピアサポートの一環となる障害のある職員同士の経験交流会について、任命の枠にと

らわれることなく、協力していきます。常勤職員同士の経験交流会や会計年度任用職

員同士の経験交流会開催などについて協力していきます。 

また、交流会の中で出た意見を通じて、必要な配慮を把握し、継続的な職務環境の

改善に努めます。 
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（２）募集・採用 

 

 ○ 採用選考に当たり、障害者からの要望を踏まえ、拡大印字や点字、音声読み上げパ

ソコン、筆談による対応、面接において手話通訳者を配置するほか、就労支援機関の

職員等の同席を可能にするなど、障害特性への配慮を行います。 

 

○ 障害者手帳を所持しない難病患者の雇用のあり方について、国等の動向を注視しつ

つ検討していきます。 

 

 ○ 募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行いません。 

  ・特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定すること。 

   ※ただし常勤職員・会計年度任用職員含めて、全体のなかで特定の障害を排除する

ことがないようにします。 

・自力で通勤できることといった条件を設定すること。 

・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定すること。 

・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」といっ

た条件を設定すること。 

・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施すること。 

 

 

４ その他 

 

○ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成 24

年法律第 50号）の規定により毎年度策定する、「川崎市障害者優先調達推進方針」

に基づき、障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大を推進し

ます。 

 

 



 

 

 


